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１．業務概要 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2．予備調査・公園再生計画に資する調査 

 
  2.２ 健全度の判定方法 

本計画における健全度判定は、R６年度調査結果 

及び予備調査での概略判定による結果を用いて評価 

を行った。特に予防保全型管理の施設、遊戯施設に 

ついては、R6 年度調査の結果を準用している。 

1.1 本業務の目的 

郡山市では、令和元年度に「開成山公園 外 公園施設長寿命化計画策定調査業務委託」（以下「R1 年度計画」という）を策定した。本業務は，過年度計画の策定以降に行った施設の更新や新設等の内容を更新し、新たに公園

施設長寿命化計画（以下「長寿命化計画」という）の見直しを図るものである。作成にあたっては、国土交通省都市局公園緑地・景観課策定の「公園施設長寿命化計画策定指針(案)」(以下「指針(案)」という)に準じるも

のとする。 

長寿命化計画

策定による 

効果 

□期待できる主な効果 ～計画的な維持管理によるコスト縮減～ 

【施設毎に適した管理方針の設定による公園施設の計画的な維持管理】 

◆施設の管理方法を「予防保全型管理」と「事後保全型管理」に分類して、施設ごとに適した維持管理方針を設定した長寿命化計画（更新・補修の計画）を策定することにより、コ

スト縮減が期待できる。 

【予算の平準化】 

◆施設設置年度や劣化状況により、更新や補修に要する費用も集中するため、事前にその状況を把握しておくことができれば、補修・更新時期を前倒しや後送りし、費用を平準化

することにより、事業の円滑化を図ることができる。 

2.１ 予備調査方法 

調査は徒歩による近接目視調査を基本とし、必要に応じて触診・打診等にて劣化状況の

確認を行った。近接が困難な場合は、双眼鏡やカメラのズーム機能等を併用し、望遠目視

による状況確認を行った。 

  

表 2-２ 健全度判定の評価基準 

遠望目視 近接目視（打診） 

2.３ 緊急度の判定方法 

緊急度判定は、健全度判定結果より、施設の補修もしくは更新に対する緊急度（高・中・低） 

を判定した。 

なお、本計画では健全度判定が C 評価となった予防保全型管理施設に対しては、「考慮すべき 

事項（指標）」を検討する。 

図 2-３ 緊急度判定フロー（指針(案)より） 
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2．予備調査・公園再生計画に資する調査 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

2.４ 健全度・緊急度判定結果 

 

 

 

 

□健全度判定結果 

 

 

 

 

 

□緊急度判定結果 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 2-３ 緊急度の分布 

（３公園） 

3 公園全体では、全体的に劣化が進行している健全度 C は約

6%、早急に対策が必要となる健全度 D は 3％（26 施設）存在

しているものの、約 69%が健全度 A であり、ほぼ健全である

健全度 B との合計は全体の約 91%を占めることから、概ね良

い管理状態であった。 

3 公園全体では、緊急度低が全体の 9１%を占めること

から、概ね良い管理状況であった。 

【ベンチの損傷内容（3 公園）】 

・天板が外れていたり、腐食が見られたりと損業が見受けられる。 

・アンカーボルトの破断や固定用ナットの脱落が見受けられる。 

【水橋（水・緑公園）】 

・本体部にかぶり不足による剥離・鉄筋露出、漏水が見受けられる。 

・流出口に遊離石灰が見受けられる。 

健全度・緊急度判定結果について、R6 年度調査結果及び本計画での予備調査の概略判定による結果を反映したものにつ

いて、公園毎に集計した。 

なお、㈱ポケモンの覚書対象施設については、健全度判定の対象外である。 

健全度 D（緊急度高）の施設（抜粋） 

健全度調査結果 

図 2-２ 健全度の分布 

（3 公園）  

公園施設種類 健全度 A 健全度 B 健全度 C 健全度 D 

園路広場 43 16 4 0 

修景施設 15 12 0 3 

休養施設 107 55 21 8 

遊戯施設 0 28 6 3 

教養施設 17 7 2 0 

便益施設 20 6 1 0 

管理施設 360 52 13 12 

その他施設 2 3 1 0 

合計 564 179 48 26 

【時計（開成山公園、写真左）、デッキ（水・緑公園、写真右）】 

・補修が実施されたため健全度判定が R6 年度調査の健全度判定 C から、本計画での健全度判定 A へ更新した。 

R６年度調査から健全度判定を更新した施設（抜粋） 

【公園灯（水・緑公園）】 

・公園施設としての機能を果たしていない施設は健全度 D とした。 

 

表 2-４ 公園施設種類ごとの健全度判定 
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2．予備調査・公園再生計画に資する調査 
  
   2.５ 予備調査結果の取りまとめ 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
調査結果の取りまとめ 対象施設 

③優先的に更新が必要な施設写真 ・事後保全型管理施設 

④施設位置図 ・予防保全型管理施設 

・事後保全型管理施設 

 
 

① 

 
調査結果の取りまとめ 対象施設 

①健全度調査票（公園概要シート） ・予防保全型管理施設 

・事後保全型管理施設 

②健全度調査票（各施設シート） ・予防保全型管理施設 

・事後保全型管理施設 

 

表 2-5-1 調査結果取りまとめの構成（1/2） 表 2-5-2 調査結果取りまとめの構成（2/2） 

2.公園施設及び健全度の調査対象施設 ※赤文字:R6年度新規施設、青文字:R7年度新規施設

R7全
公園

R7 親番号 枝番号 施設コード 枝番号付与 数量 単位
施設数

量
劣化状況 特記事項 健全度 緊急度

1 1 開成山公園 園路広場 ENR0001 ENR0001 舗装 舗装1 1972年3月 1971 54 10 20 高 9765.4 ㎡
9765.4
㎡

アスファルト、コンク
リート、ブロック

- 事後
ひびわれが見られる。
舗装の異常が見られる。

C 中

2 2 開成山公園 園路広場 ENR0002 ENR0002 舗装 舗装2 1972年3月 1971 54 15 30 高 105.2 ㎡ 105.2㎡ 木材 - 事後 A 低

3 3 開成山公園 園路広場 ENR0003 ENR0003 舗装 舗装3 1972年3月 1971 54 10 20 高 495.5 ㎡ 495.5㎡ 樹脂 - 事後 ひびわれが見られる。 B 低

開成山公園 園路広場 ENR0004 ENR0004 舗装 せせらぎこみち 1972年3月 1971 54 10 20 高 865.6 m2
865.6m
2

樹脂 - 事後 公園緑地課管理外施設

4 4 開成山公園 園路広場 ENR0005 ENR0005 縁石 縁石1 1972年3月 1971 54 15 30 高 5223.9 m
5223.9
m

コンクリート - 事後
縁石に欠損が見られる。
縁石の沈下によりズレが見られる。

B 低

5 5 開成山公園 園路広場 ENR0006 ENR0006 橋梁 橋 1972年3月 1971 54 60 72 低 1 橋 1橋 コンクリート L=40m,W=3m 予防 A 低

6 6 開成山公園 園路広場 ENR0007 ENR0007 階段 階段1 2024年3月 2023 2 15 30 低 9 段 9段 コンクリート - 事後 A 低

7 7 開成山公園 園路広場 ENR0008 ENR0008 階段 階段2 1972年3月 1971 54 15 30 高 3 段 3段 コンクリート - 事後 A 低

8 8 開成山公園 園路広場 ENR0009 ENR0009 階段 階段3 1972年3月 1971 54 15 30 高 4 段 4段 コンクリート - 事後
傾斜・鉄筋露出・その他（段差）が見ら
れる。土砂が流出し、水平部に凹凸が
見られる。雑草の繁茂。

C 中

9 9 開成山公園 園路広場 ENR0010 ENR0010 階段 階段4 1972年3月 1971 54 15 30 高 7 段 7段 コンクリート - 事後 タイルの破損が見られる。 B 低

10 10 開成山公園 園路広場 ENR0011 ENR0011 階段 階段5 1972年3月 1971 54 15 30 高 24 段 24段 コンクリート - 事後
階段の剥離が見られる。
目地材の破損が見られる。

B 低

11 11 開成山公園 園路広場 ENR0012 ENR0012 階段 階段6 1972年3月 1971 54 15 30 高 6 段 6段 コンクリート、石材 - 事後
ステップ部にその他（段差）が見られ
る。

C 中

開成山公園 園路広場 ENR0013 ENR0013 階段 階段7 1972年3月 1971 54 38 72 高 3 段 3段 石材 - 事後 公園緑地課管理外施設

12 12 開成山公園 園路広場 ENR0014 ENR0014 階段 階段8 1972年3月 1971 54 15 30 高 14 段 14段 コンクリート - 事後
階段にひびわれ・剥離が見られる。
手すりにひびわれが見られる。

B 低

13 13 開成山公園 園路広場 ENR0015 ENR0015 階段 階段9 1972年3月 1971 54 15 30 高 16 段 16段 コンクリート - 事後
階段にひびわれが見られる。
目地材に破損が見られる。

B 低

14 14 開成山公園 園路広場 ENR0016 ENR0016 階段 階段10 2006年3月 2005 20 15 30 高 7 段 7段 コンクリート - 事後
手すりの接合部にぐらつきが見られ
る。

B 低

開成山公園 園路広場 ENR0017 ENR0017 その他 自由広場 1972年3月 1971 54 - - 1 箇所 1箇所 芝 - 事後 撤去施設

15 15 開成山公園 園路広場 ENR1000 ENR1000 舗装 舗装4 2024年3月 2023 2 10 20 低 803.2 ㎡ 803.2㎡
透水性樹脂
アスファルト

- 事後 A 低

16 16 開成山公園 園路広場 ENR1001 ENR1001 舗装 舗装5 2024年3月 2023 2 10 20 低 152.8 ㎡ 152.8㎡ 透水性舗装 - 事後 A 低

17 17 開成山公園 園路広場 ENR1002 ENR1002 舗装 舗装6 2024年3月 2023 2 10 20 低 176.5 ㎡ 176.5㎡
アスファルト
樹脂

- 事後 A 低

18 18 開成山公園 園路広場 ENR1003 ENR1003 舗装 舗装7(ランニングコース) 2024年3月 2023 2 10 20 低 2197.4 ㎡
2197.4
㎡

透水性アスファルト - 事後 A 低

19 19 開成山公園 園路広場 ENR1004 ENR1004 舗装 舗装8 2024年3月 2023 2 10 20 低 150.1 ㎡ 150.1㎡ 透水性舗装 - 事後 A 低

20 20 開成山公園 園路広場 ENR1005 ENR1005 舗装 舗装9（参道） 2024年3月 2023 2 15 30 低 2412 ㎡ 2412㎡ 透水性コンクリート - 事後 A 低

21 21 開成山公園 園路広場 ENR1006 ENR1006 舗装 舗装10 2024年3月 2023 2 10 20 低 259.5 ㎡ 259.5㎡
透水性樹脂
透水性アスファルト

- 事後 A 低

22 22 開成山公園 園路広場 ENR1007 ENR1007 舗装 舗装11 2024年3月 2023 2 10 20 低 5295.2 ㎡
5295.2
㎡

アスファルト - 事後 A 低

23 23 開成山公園 園路広場 ENR1008 01 ENR1008-01 舗装 舗装12（搬入路）左 2024年3月 2023 2 15 30 低 34.1 ㎡ 34.1㎡ コンクリート - 事後 A 低

24 24 開成山公園 園路広場 ENR1008 02 ENR1008-02 舗装 舗装12（搬入路）右 2024年3月 2023 2 15 30 低 34.1 ㎡ 34.1㎡ コンクリート - 事後 A 低

25 25 開成山公園 園路広場 ENR1009 01 ENR1009-01 縁石 地先境界ブロック（1） 2024年3月 2023 2 15 30 低 1 個所 1個所 コンクリート 13.58m 事後 A 低

26 26 開成山公園 園路広場 ENR1009 02 ENR1009-02 縁石 地先境界ブロック（2） 2024年3月 2023 2 15 30 低 1 個所 1個所 コンクリート 17.60m 事後 A 低

27 27 開成山公園 園路広場 ENR1009 03 ENR1009-03 縁石 地先境界ブロック（3） 2024年3月 2023 2 15 30 低 1 個所 1個所 コンクリート 10.14m 事後 A 低

28 28 開成山公園 園路広場 ENR1010 01 ENR1010-01 縁石 縁石2(極入廻り）（1） 2024年3月 2023 2 38 40 低 1 箇所 1箇所 石材 8.8m 事後 A 低

29 29 開成山公園 園路広場 ENR1010 02 ENR1010-02 縁石 縁石2(極入廻り）（2） 2024年3月 2023 2 38 40 低 1 箇所 1箇所 石材 10.1m 事後 A 低

30 30 開成山公園 園路広場 ENR1010 03 ENR1010-03 縁石 縁石2(極入廻り）（3） 2024年3月 2023 2 38 40 低 1 箇所 1箇所 石材 9.1m 事後 A 低

31 31 開成山公園 園路広場 ENR1011 01 ENR1011-01 縁石 縁石3（1) 2024年3月 2023 2 15 30 低 1 式 1式 コンクリート 179.6m 事後 A 低

32 32 開成山公園 園路広場 ENR1011 02 ENR1011-02 縁石 縁石3（2) 2024年3月 2023 2 15 30 低 1 式 1式 コンクリート 179.6m 事後 A 低

33 33 開成山公園 園路広場 ENR1011 03 ENR1011-03 縁石 縁石3（3) 2024年3月 2023 2 15 30 低 1 式 1式 コンクリート 179.6m 事後 A 低

34 34 開成山公園 園路広場 ENR1012 ENR1012 その他 フロンティア広場 2024年3月 2023 2 - - 4613.4 ㎡
4613.4
㎡

芝 - 事後
植栽のため計画策定の対象外とす
る。

A 低

35 35 開成山公園 園路広場 ENR1013 ENR1013 その他 大屋根広場（1） 2024年3月 2023 2 10 20 低 1004.2 ㎡
1004.2
㎡

グラスミックス - 事後 A 低

36 36 開成山公園 園路広場 ENR1014 ENR1014 その他 大屋根広場（2） 2024年3月 2023 2 10 20 低 806.6 ㎡ 806.6㎡ 人工芝 - 事後 A 低

37 37 開成山公園 園路広場 ENR1015 ENR1015 縁石 縁石4 1972年3月 1971 54 15 30 高 560.1 m 560.1m レンガ - 事後 A 低

38 38 開成山公園 修景施設 SYU0001 SYU0001 植栽 植栽 1972年3月 1971 54 - - 1 式 1式 植栽 - − 植栽のため計画策定の対象外とする。 A 低

開成山公園 修景施設 SYU0002 SYU0002 花壇 花壇1 1972年3月 1971 54 - - 3 基 3基 コンクリート - 事後 撤去施設

開成山公園 修景施設 SYU0003 SYU0003 花壇 花壇2 1972年3月 1971 54 - - 1 基 1基 コンクリート - 事後 撤去施設

指標判
定

通し番号

公園名 公園施設種類

施設コード※

施設名称

具体的施設名称

設置年月
設置年

度
経過年

数
処分制
限期間

使用見
込み期

間

施設数量

主要部材 規模
管理類
型区分

R7予備調査・計画策定

① 
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2．予備調査・公園再生計画に資する調査 
 
  2.５ 調査結果の取りまとめ 

   

 

 

2024年度　塗装塗替え

修繕、補修、移設、更新、その他の対策などの実施記録

備考

措置履歴 ② ② ③ 
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2．予備調査・公園再生計画に資する調査 
 
 
  

2.５ 調査結果の取りまとめ 

 

 

 

 

④ 
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2．予備調査・公園再生計画に資する調査 

 
  
2.６ バリアフリー化調査方法 

バリアフリー化調査では、「高齢者、障害者等の円滑化の促進に関する法律」

施行令第 3 条に」による「移動円滑化基準」に基づいた調査判定を行った。 

バリアフリー化調査の基準は、「都市公園の移動等円滑化整備ガイドライン

【改訂第 2 版】令和 4 年 3 月 国土交通省」を参考とした。 

 

2.７ バリアフリー化調査対象施設 

「高齢者、障害者等の円滑化の促進に関する法律」施行令第 3 条における

「特定公園施設」について、下記に該当する施設を調査対象施設とした。 

 

特定公園施設 対象施設 

園路および広場 ランニングコース、R1 年度計画時の調査で

対象としている出入口（=移動等円滑化園路） 

屋根付き広場 大屋根広場 

休憩所・管理事務所 四阿、パーゴラ（C 棟管理事務所は公募対象

施設のため調査対象外） 

野外劇場・野外音楽堂 野外音楽堂 

駐車場 駐車場 

水飲場・手洗場 水飲場 

掲示板・標識 移動等円滑化園路に面している施設 

ベンチ・野外卓 移動等円滑化園路に面している施設 

図 2-４ 調査状況 

表 2-7 バリアフリー化調査対象施設 

2.８ バリアフリーの適合基準 

バリアフリーの適合基準は、「都市公園の移動等円滑化整備ガイドライン【改訂第 2 版】令和 4 年 3 月 国土交通省」及び R1 年度

計画策定時に準拠した。ガイドラインの整備内容について、下記に示すすべての区分（◎、〇、△）について判定を実施した。 

 

 

図 2-8-1 ガイドラインの整備内容区分 

◎ 休憩所

◎ 管理事務所

◇ 休憩所

◇ 休憩所

出入口 ◎

◎

◎

段 ◎

構造 ◎ カウンターを設ける場合

構造 ◇
常時勤務する者が容易に
カウンターの前に出て対
応できる構造の場合

◎

○
施設内の高齢者、障害者
等が休憩、カウンターを
利用する場所

○ 休憩所

○

◇
休憩所、管理事務所や売
店、飲食店等

◇ 設ける場合

◇ 管理事務所

◇ 管理事務所

救護施設 １ヶ所以上

車椅子使用者の利用にも
配慮する

授乳室やおむつ替えができる
場所

設けること

管理事務所の入り口
到達しやすく、わかりやすく
すること

わかりやすい名称の表示や音声案
内

広さ 150cm×150cm以上 車椅子の使用者の回転等を考慮広さ

広さ
車椅子使用者等の円滑な
利用に適した広さ

舗装
平坦で固くしまっていて、滑
りにくい舗装

限らない

車椅子使用者等の円滑な
利用に適した構造

カウンター

1か所以上 筆記や対話などに考慮

常時勤務する者が容
易にカウンターの前
に出て対応できる構
造の場合

70～75cm程度

45cm以上

車椅子使用者等が使用しやす
い構造

下端の高さ

上端の高さ

下部スペースの奥行

車椅子使用者等が使用しやす
い構造

ベンチ 設置する

段 設けないこと 地形等の理由 傾斜路併設

80cm以上

有効幅 80cm以上

休
憩
所
・
管
理
事
務
所

全項目適合 1か所以上

配置 必要に応じて配置

出入口

有効幅 120cm以上 地形等の理由

出入口
の戸

その他の設備

便所 床 バリアフリートイレ 都市公園移動等円滑化基準に適合

全項目適合

寸法

65～70cm程度

○

構造 容易に開閉して通過できる

都市公園移動等円滑化基準（ガイドラインを参考に判断すること） やむを得ない場合

要素 適合要素 適合要件・適合数値 前提条件 補足 理由 条件

特定公園施設

項目
区
分

表 2-8-2 バリアフリーの適合基準 
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2．予備調査・公園再生計画に資する調査 
  
  2.９ バリアフリー化調査結果 

バリアフリー化調査の結果一覧（全項目による判定結果及び整備区分が◎の項目による判定結果）を以下に示す。 

 

  

2.９ バリアフリー化調査結果取りまとめ 

 

バリアフリー化調査の取りまとめの構成を以下に示す。 

①バリアフリー化調査一覧（表 2-9、表 2-10） 

②公園移動等円滑化基準適合のためのチェックリスト 

③バリアフリー化調査位置図 

④公園移動等円滑化基準の適合状況 

表 2-9 バリアフリー化調査結果一覧（1/2） 

② 

表 2-10 バリアフリー化調査結果一覧（2/2） 

特定公園施設 公園名 施設コード 対象施設 判定：全項目 判定：◎項目 備考

①西側１ 不適合 不適合

②西側2 不適合 不適合

③北側 不適合 不適合

④南側 不適合 適合

⑤南側2 不適合 不適合 新規対象施設

⑥西側3 不適合 不適合 新規対象施設

①西側1 不適合 不適合

②西側2 不適合 不適合

③南側 不適合 不適合

水・緑公園 ① 不適合 不適合

屋根付き広場 開成山公園 ENR1014 大屋根広場（2） 適合 適合

KYU0002 パーゴラ1 不適合 不適合

KYU0003 パーゴラ2 不適合 不適合

KYU0051 八角堂 適合 適合

KYU0001 四阿 適合 適合 新規対象施設

水・緑公園 KYU0006 シェルター 適合 適合 新規対象施設

野外音楽堂 開成山公園 KYU0002 野外音楽堂 不適合 適合

駐車場 開成山公園 BEN0006 駐車場 不適合 不適合

BEN0001 便所1 不適合 不適合

BEN0003 便所3 不適合 不適合

BEN0004 便所4 不適合 不適合

BEN0005 便所5 不適合 不適合

BEN6000 トイレA 不適合 不適合

BEN6001 トイレB 不適合 不適合

BEN0002 水飲場 不適合 適合

BEN0007 水飲場1 不適合 適合

BEN0008 水飲場2 不適合 適合

BEN0009 水飲場3 不適合 適合

BEN6005 水飲場4 適合 適合

BEN6006 水飲場5 適合 適合

便所 開成山公園

水飲場・手洗場 開成山公園

開成山公園

園路及び広場
（移動等円滑化園

路）

休憩所・
管理事務所

開成山公園

開成二丁目公園

特定公園施設 公園名 施設コード 対象施設 判定：全項目 判定：◎項目 備考

ＫＹＵ0004 ベンチ1 不適合

ＫＹＵ0006 ベンチ3 不適合

ＫＹＵ0006 ベンチ3 不適合

ＫＹＵ0007 ベンチ4 不適合

ＫＹＵ0007 ベンチ4 不適合

ＫＹＵ0008 ベンチ5 不適合

ＫＹＵ0010 ベンチ7 不適合

ＫＹＵ0012 ベンチ9 不適合

ＫＹＵ0012 ベンチ9 不適合

ＫＹＵ0022 ベンチ19 不適合

ＫＹＵ0031 ベンチ28 不適合

ＫＹＵ0033 ベンチ30 不適合

ＫＹＵ0033 ベンチ30 不適合

ＫＹＵ0035 ベンチ32 不適合

ＫＹＵ0044 ベンチ41 不適合

ＫＹＵ0048 スツール 不適合

KYU3006 ベンチ46 不適合 新規対象施設

KYU3007 ベンチ47 不適合 新規対象施設

KYU3008 ベンチ48 不適合 新規対象施設

KAN7917 駐車場案内板 不適合 適合

KAN0135 案内板等5（改修） 不適合 適合

KAN0136 案内板等6 不適合 適合

KAN0136 案内板等6 不適合 適合

KAN0140 案内板10（改修） 不適合 適合

KAN0140 案内板10（改修） 不適合 適合

KAN0137 案内板等7 不適合 適合

KAN0138 案内板等8 不適合 適合

KAN0139 案内板等9 不適合 適合

KAN0145 案内板等15（改修） 不適合 適合

KAN0146 案内板等16 不適合 適合

KAN0147 案内板等17 不適合 適合

KAN7903 オランダサイン 不適合 適合

KAN0148 案内板等18 不適合 適合

KAN0150 案内板等20 不適合 適合

KAN0151 案内板等21 不適合 適合

KAN0155 案内板等25 不適合 適合

KAN0013 案内板等1 不適合 適合

KAN0161 案内板等31 不適合 適合

KAN0162 案内板等32 不適合 適合

KAN0163 案内板等33 不適合 適合

KAN0164 案内板等34 不適合 適合

KAN0168 案内板等38 不適合 適合

KAN7902 案内板等3 不適合 適合

KAN0016 案内板等1 不適合 適合

KAN0017 案内板等2 不適合 適合

KAN0013 案内板等1 不適合 適合

KAN7902 案内板等3 不適合 適合
水・緑公園

開成二丁目公園

開成山公園

掲示板・標識

ベンチ・野外卓 開成山公園
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2．予備調査・公園再生計画に資する調査 

  
2.1０ バリアフリー化調査結果とりまとめ 

 

  

③ 

④ 

③ 
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3．長寿命化計画の検討と策定 

 
 
 
 
  

3.1 公園施設長寿命化計画の策定フロー 

 

 
 

 

 

 

 

図 3-1 長寿命化計画検討フロー 

3.3 公園施設長寿命化計画概要 

 

① 基本方針の設定 

計画期間と目標年度の設定 R1 年度計画から 5 年目となったため、本業務では、2026(R8)～2035(R17)年度の計画期間に新たに見直した。 

公園施設長寿命化のための 

基本方針の設定 
予防保全型管理と事後保全型管理との累計に応じた管理内容について、基本的な方針を設定した。 

日常的な維持保全に関する 

基本方針の設定 

【全施設共通】 

・日常的な維持管理として、指定管理事業者により、「点検」「清掃」「修繕」を実施する。 

・園内巡回は指定管理事業者により 1 日 2 回、市により不定期で実施し、異常の有無を確認する。 

・除草、清掃、園内整備等は、市が定める適切な頻度で指定管理事業者が実施する。 

・施設に異常が発生している場合、必要に応じて利用禁止の措置を行う。 

・5 年に 1 回以上の健全度調査を実施し、施設の補修、もしくは更新を位置付けて措置を行う。 

【遊具、建築設備、水上デッキ等】 

・指定管理事業者により年 1 回の定期点検を実施し、危険個所について使用禁止措置、修繕等適切な措置を実施する。 

【建築物等】 

・指定管理事業者により、3 年に 1 回建築基準法に基づき適正に点検・報告を行う。 

② 長寿命化対策の検討 

管理方針の設定 

管理方針は、「予防保全型管理」と「事後保全型管理」に分類して計画策定を行う。選定した後、ライフサイクルコストの比較を実施し、コ

スト縮減が見込まれる方針を最終的な管理方針として採用した。なお、建築物、遊具及び各種設備に関しては、指針(案)に示されているとお

り、ライフサイクルコストの比較は対象外とした。 

対策時期の設定 

更新時期：指針案に基づき 

「使用見込み期間 ＝ 整備時からの経過期間 ＋ 延命期間」 

補修時期：健全度に応じた対策時期を設定した。 

点検調査時期：健全度調査は、5 年に 1 回とした。ただし、遊具については、国の指針等に基づき、年 1 回以上の定期点検を実施する。 

対策費用の設定 

補修費・更新費：R1 年度計画にて設定された費用を踏襲し、デフレータを考慮して設定した。修繕実績・工事実績については、対象施設や

費用の内訳が確認できるものは費用設定の参考とした。R1 年度計画にて単価が設定されていない施設は、同等施設もしく

は類似施設の単価を用いて設定した。同等施設もしくは類似施設が設定されていない施設は、本計画にて新たに設定した。 

デフレータについて：過年度計画は 2015 年度に設定された単価を用いていることから、現在価値に換算を行った。現在価値換算は、2024

年度（暫定）の価値に換算し、過年度計画の費用は 1.15 倍とした。 

維持管理費：維持保全費用は、2018（平成 30）～2020（令和 2）年度の業務委託費用を用いて、1 施設あたりの維持保全費を設定した。 

健全度調査費：健全度調査に係る費用は、「標準業務報酬積算ガイドライン 一般社団法人 ランドスケープコンサルタンツ協会」を参考に

各施設の施設区分ごとに算出した。 

諸経費：過年度計画にて設定された割合を踏襲し、一律、直接工事費の 100%とした。 

③ 長寿命化計画の検討 

長寿命化計画の基本方針

の設定 

長期的な予算を把握する期間として、長寿命化計画を 60 年間で検討した。 

対策時期と実施内容は、健全度調査結果と使用見込み期間を考慮して設定した。 

平準化における基本方針

の設定 
平準化は 10 年間を対象に行い、優先順位の考え方に従い検討した。 

優先順位の設定 

優先順位は、2 点に着目して設定した。 

STEP1：緊急度評価・健全度評価 

STEP2：重要度評価 

④ 長寿命化計画の策定 

長寿命化計画調書の作成 公園施設長寿命化計画書は、指針(案)の様式で作成した。 

 

 

3.2 計画対象施設 

 

施設種別 開成山公園 水・緑公園 
開成二丁目

公園 

園路広場 36 12 10 

修景施設 12 4 9 

休養施設 163 17 11 

遊戯施設 37 0 0 

教養施設 21 3 1 

便益施設 25 1 1 

管理施設 349 68 19 

その他施設 6 0 0 

合計 649 105 52 

※㈱ポケモンの覚書対象施設、植栽として扱う施設（芝生広場やバラ園等）は 

計画策定の対象外である。 

 

表 3-1 計画対象施設 
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3．長寿命化計画の検討と策定 

 
 
 
  

3.5 日常的な維持保全に関する基本方針 

日常的な維持管理として、「点検」「清掃」「修繕」を実施する。日常的な維持保全に関する基本方針

を設定するにあたり、維持管理体制と活動内容について、仕様書や指定管理者へのヒアリング結果か

ら整理を行った。 

 

 
 

3.４ 計画期間と目標年度の設定。 

 R1 年度計画では、2021(R3)～2030(R12)年度の計画期間で公園施設長寿命化計画を策定して

いる。R1 年度計画から 5 年目となったため、本業務では、2026(R8)～2035(R17)年度の計画期

間に新たに見直した。 

 

3.6 公園施設長寿命化のための基本方針 

公園施設長寿命化のための基本方針を以下に示す。 

 
管理類型区

分 
対象施設 基本方針 

予防保全型

管理施設 

共通事項 ・できるだけ健全度が B時点で適切な長寿命化対策を実施し、施設の延命化

を図る。 

・次回以降の健全度調査の結果が、長寿命化計画で定めた内容と著しく乖離

が生じた場合は、長寿命化計画の見直しを行う。 

一般施設 

土木構造物 

建築物 

各種設備 

・5年に 1回以上の健全度調査を実施し、施設の劣化損傷状態を確認する。 

遊具 ・指定管理事業者による月１回の日常点検により施設の劣化及び損傷を把

握する。 

・年 1回の定期点検を実施し施設の劣化及び損傷を把握する。 

・指定管理事業者による日常的な目視点検や清掃、維持管理を実施する。 

・点検で施設の劣化や損傷を把握した場合、消耗材の交換等を行う他、必要

に応じて利用禁止の措置を行う。 

・日常点検の結果を健全度調査として活用し、施設の補修、もしくは更新を

位置づけた上で措置を行う。 

事後保全型

管理施設 

一般施設 ・健全度調査を実施しないため、維持保全（清掃・保守・修繕）と日常点検

で公園施設の機能の保全と安全性を維持する。 

・日常点検で施設の劣化や損傷を把握した場合、求められる機能が確保でき

ないと判断された時点で、施設の更新を行う。 

 

表 3-3 公園施設長寿命化のための基本方針 

3.7 管理方針の設定 

 

 

 

長寿命化計画策定における管理類型区分の設定は、指針(案)などを参考に設定した。 

 

予防保全型管理 事後保全型管理 

噴水、休憩小屋、パーゴラ、八角堂、四

阿、シェルター、水橋、遊具、野外音楽

堂、便所、マンホールトイレ、自転車駐

輪場、自動二輪車駐輪場、時計、公園灯、

物置、スピーカー、受電設備、循環設備、

噴水装置制御盤、等 

舗装、橋、縁石、階段、大屋根広場、花壇、トレリス、バイオスウェー

ル、レインガーデン、ベンチ、スツール、デッキ、バラ園、記念碑、水

飲場、イベント用設備、柵、車止め、公園灯、井戸、側溝、水門ゲート、

擁壁、案内板、手すり、ゲート操作盤、緊急時給水装置収納庫、水門捲

上機、引込開閉器盤、備蓄倉庫、サイン、雨水管、外灯版、開閉器盤、

ポンプ制御盤、イベント盤、水中ポンプ制御盤、トレーラーハウス電源

盤、避雷針、バラ園フォトスポット、駐車場、駐車台数表示灯、駐車場

入出場ゲート、精算機、支柱、土留め、分電盤、法面、等 

 

 

表 3-4 公園施設ごとの管理類型区分※ 

No. 実施主体 頻度 基本方針
指定管理者 1日2回 ・異常の有無を確認し、異常を発見した際は速やかに市に報告する。

市 不定期 ・市による巡回を実施。
2 除草 指定管理者 週１回以上※ ・刈りむら、刈り残し等ないよう地際より均一に刈り込む。
3 清掃 指定管理者 週２回以上※ ・公園内のごみや落ち葉等を集め、袋にまとめる。

4
園内整備（園路広場
の整正、枯れ枝の撤
去、選定、刈込）

指定管理者 隔週１回以上
・園路広場に凹凸がある場合は砕石や砂を敷き均し整正する。
・枯れ枝の撤去、選定、刈込を行う。

5 その他 指定管理者 随時 ・五十鈴湖の清掃、雪かき、害虫駆除等を必要に応じて行う。

6 指定管理者
作業時期の
目安に沿って実施

・殺虫剤散布、追肥、元肥、摘蕾、摘実、剪定、除草、芝刈り、マルチングを行
う。

7 指定管理者 植付：３回/年 ・除草、植え付け、施肥を実施する。

8 指定管理者
作業時期の
目安に沿って実施

・保守点検、定期点検、清掃、塩素濃度管理（水・緑公園）を実施する。
・各点検業務では点検箇所及びその周辺の清掃を合わせて行う。

9 指定管理者 随時
・植替え、枝打ち、伐採、樹木精密検査、除草や刈込、桜古木の保護などを必要に
応じて実施する。

10 指定管理者 随時 ・危険木処理業務、樹木危険度調査業務、樹木精密検査業務を行う。
建築物：3年毎
建築設備：年1回

・建築基準法に基づき、適正に点検・報告を行う。

随時 ・使用後は利用者の立ち合いの元施設の点検を行う。

12 指定管理者 年1回
・遊具の作動、損耗状況、変形などの以上について調査する。
・点検結果表を作成し保管する。危険個所については使用禁止措置、修繕等を行
う。

年1回 ・砂の除菌及び菌検査をする。
随時 ・必要に応じて、固化した砂をほぐし、遺物を除去する。

14 清掃
各トイレ
週2回以上

・衛生管理のための清掃を行う。

15 点検 各トイレ週5回 ・機能維持のための巡回点検を行う。
16 指定管理者 5年に１回 ・揚水試験工、予備揚水試験、段階揚水試験、井戸港内洗浄工を実施する。
17 指定管理者 随時 ・精算に用いる機器について、利用に支障のないよう必要な保守点検を行う。
18 指定管理者 年１回 ・巡回点検、定期点検を実施し、腐敗・破損個所の小規模な修繕を適切に行う。

19
指定管理者
（市）

随時
・修繕が必要となった場合、安全を確保する処置を行い、指定管理者から市へ修繕
の事前確認を行う。修繕を実施した場合は、修繕台帳の記録、提出を行う。
・市や利用者からの指摘箇所を優先的に実施する。

20 指定管理者 月1回
・施設点検マニュアル（郡山市財務部公有資産マネジメント課）に基づき、施設利
用者や職員等の安全を確保し、適切な維持保全を図るための点検を行う。

21
市（指定管
理者）

随時
・修繕は市が実施する。
・指定管理者は、修繕が必要となる損傷、不具合を発見した時は、市へ報告する。
・指定管理者は毎年劣化状況を確認し、報告書類を市へ提出する。

※管理業務における除草について、冬場の草の成長しない時期を除く。
※管理業務における清掃について、イベント等開催後は適宜行う。

井戸洗浄業務
駐車場に関する業務
水上デッキ維持管理業務

施設、設備、管理上必要な
物品の修繕

日常点検業務

ラッキー公園遊具等維持管
理

遊具保守点検業務

13 砂場清掃業務 指定管理者

トイレ
維持管理
業務

指定管理者

水景施設管理業務

植栽管理業務

樹木に関する業務

11 野外音楽堂に関する業務 指定管理者

作業内容

1

一般管理
業務

園内巡回

バラ園管理業務

花壇管理業務

表 3-2 日常的な維持管理のための基本方針 

※LCC 算出による検討を踏まえて設定 
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3．長寿命化計画の検討と策定 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

3.8 対策費用の設定 

対策費用の設定について以下に示す。 

 

 

3.9 対策時期の設定 

 

 

 

 

健全度調査に係る費用は、「標準業務報酬積算ガイドライン 一般社団法人 ランドスケープコ

ンサルタンツ協会」を参考に、各施設の施設区分ごとに算出した。 

維持保全費用は、2018（平成 30）～2020（令和 2）年度の業務委託費用を用いて、1 施設

あたりの維持保全費を設定した。 

過年度計画は 2015 年度に設定された単価を用いていることから、現在価値に換算を行った。現在

価値換算は、2024 年度（暫定）の価値に換算し、過年度計画の費用は 1.15 倍とした。 

・1.15＝122.4（2024 年度（暫定））／106.2（2019 年度） 

□ 補修費・更新費 

表 3-6 更新費設定までの流れ 

□ 維持管理費 

□ 健全度調査費 

R1 年度計画にて設定された費用を踏襲し、デフレータを考慮して設定した。修繕実績・工事実績に

ついては、対象施設や費用の内訳が確認できるものは費用設定の参考とした。R1 年度計画にて単価が

設定されていない施設は、同等施設もしくは類似施設の単価を用いて設定した。同等施設もしくは類

似施設が設定されていない施設は、本計画にて新たに設定した。 

過年度計画にて設定された割合を踏襲し、一律、直接工事費の 100%とした。 

□ 諸経費 

〇経過年数の考え方 

各施設の将来的な対策は、緊急度と経過年数より、対

策（補修・更新）の区分を行う。経過年数は、計画策定

年度から施設設置年度を引いた値を用いた。 

 

〇処分制限期間・使用見込み期間の設定 

 処分制限期間（=耐用年数）は R1 年度計画と同様に

指針(案)を準用して設定した。 

 使用見込み期間は、指針(案)の「使用見込み期間の

設定例（補正後）」に従って設定した。 

 

〇定期的な健全度調査の設定 

 

対象施設 実施頻度 
一般施設  

5 年に 1 回 
土木構造物 
建築物 
各種設備 
遊具 1 年に 1 回 

 

〇補修・更新時期の設定 

長寿命化計画における対策時期と実施内容は、以下に示す考え方を基本とし

た。 

＜健全度 D の施設＞ 

経過年数のよらず全ての管理類型において計画 2 年目に更新とする。 

＜健全度 C の施設＞ 

計画 2 年目に対策するものとし、予防保全型施設で使用見込み期間未満であ

れば補修、それ以外のケースは更新とする。 

＜健全度 A・B の施設＞ 

・使用見込み期間が超過している健全度 A・B の施設 

→使用見込み期間が超過しているものの施設状態は良い。そのため、5 年後

までは、対策が必要となる劣化は生じづらいと想定し、管理類型に関わらず

計画 5 年目までは対策を実施しない方針とする。 

・計画初年度時点で使用見込み期間未満の健全度 A・B の施設 

→使用見込み期間に達しておらず施設状態も良い。そのため、2 回目の長寿

命化計画見直し（10 年後）までは、対策が必要となる劣化は生じづらいと

想定し、管理類型に関わらず計画 10 年目までは対策を実施しない方針と

する。 

 

表 3-5 施設区分ごとの健全度調査の実施頻度 

 
□ デフレータ（現在価値換算） 
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3．長寿命化計画の検討と策定 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

3.10 ライフサイクルコストの縮減額の算出 

予防保全型管理施設に分類した施設を対象に、長寿命化対策を実施した場合と実施しない場合の単年度当た

りのライフサイクルコストを施設別に比較し、長寿命化対策により縮減できた総額を「長寿命化対策による効

果」とした。その結果、長寿命化対策による効果は、今後 10 年間で 41,700 千円、単年度当たりでは 4,170

千円となった。 

【単年度当たり LCC の算出式】 

■長寿命化対策をしない場合の単年度あたり LCC 

（「維持保全費」+「更新費」）／長寿命化対策をしない場合の使用見込み期間 

 

■長寿命化対策をした場合の単年度あたり LCC 

（「維持保全費」+「健全度調査費」+「補修費」+「更新費」）／長寿命化対策をした場合の使用見込み期間 

 

■単年度あたりの LCC 縮減額 

（長寿命化対策をしない場合の単年度あたり LCC）―（長寿命化対策をした場合の単年度あたり LCC） 

 

 

 

 

図 3-2 LCC 算出シート（抜粋） 

3.11 長寿命化計画の策定 

〇前提条件 

長寿命化計画は、長期的な予算を把握するために、初めに 60 年間での費用を算出した。60 年間の計画の中で

計画策定期間 10 年間に着目し、予算枠を超過していないか確認する。予算枠を超過している場合には、優先順位

に従い、予算の平準化を行った。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇健全度に応じた対策時期の設定 

 健全度に応じて、施設ごとの具体な対策年度は以下のとおりとした。各年度の費用の総額が、予算枠を超過する

場合には、優先順位に従って平準化を行った。 

 

 

対策年度 基本的な考え方 
計画 2 年度 健全度 D の施設 
計画 2 年目 健全度 C の施設 
計画 6 年目 健全度 A・B の使用見込み期間が超過（計画初年度時点）

している施設（※1） 
計画 11年目 健全度 A・B の使用見込み期間未満（計画初年度時点）の

施設（※2） 
 

図 3-3 長寿命化計画策定の流れ 

計画期間：60 年（令和 7(2025)年から令和 66 年(2084)年まで） 

表 3-7 健全度に応じた対策時期 

公園施設のライフサイクルコストの算出根拠シート

年

年

年

年

・ 低

年

千円

10 年

年

年

年

47 年 56 年

2031 年 2046 年

2078 年 2102 年

2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2026 2036

～ ～

2035 2078

計 計

66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 664 2,855 3,519

0

0 0 0 0 0 11,780 0 0 0 0 11,780 11,780 23,560

66 66 66 66 66 11,846 66 66 66 66 12,444 14,635 27,079

2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2026 2036

～ ～

2035 2102

計 計

66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 664 4,449 5,113

0 0 0 40 0 0 0 0 40 0 81 525 606

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,200 4,200

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23,560 23,560

66 66 66 107 66 66 66 66 107 66 745 32,734 33,479

単年度ライフサイクルコスト
（千円/年）※1

511 435 76

※1：計画1年目から更新2回目の期間をライフルサイクルコストとして算出した。

補修・更新費（千円） 23,560 27,760

ライフサイクルコスト
（千円）

27,079 33,479

長寿命化対策しない場合（事後保全） 長寿命対策した場合（予防保全） 縮減効果

ライフルサイクルコスト
算出期間（年）

53 77

維持保全費・健全度調査
費（千円）

3,519 5,719

維持保全費

健全度調査費

補修費

更新費

費用　計

縮減効果

更新費

費用　計

長寿命対策した場合（予防保全）の概算費用

年度
評価期間費
用計（千

円）

費用（千円）

長寿命対策しない場合（事後保全）の概算費用

年度
評価期間費
用計（千

円）

費用（千円）

維持保全費

補修費

長寿命対策しない場
合（事後保全）

使用見込み期間

長寿命対策した場合
（予防保全）

使用見込み期間

更新見込年度（1回目） 更新見込年度（1回目）

更新見込年度（2回目） 更新見込年度（2回目）

支柱部等 外部補修 - 700

主要部材 コンクリート 概算費用(千円・算出期間) 745

部位素材別の具体的な長
寿命対策 構造材（予防保全） 消耗材

予防保全の交
換・修繕サイク

ル

予防保全の対策費
（千円/数量）

公園施設名 パーゴラ 健全度・緊急度 B

数量・面積 1 基 計画期間 10

公園施設種類 休養施設 処分制限期間 47

施設コード KYU0002 更新見込み年度 2046

公園施設ライフサイクルコスト算出根拠

公園No 54 設置年度 1971

公園名 開成山公園 経過年 54
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3．長寿命化計画の検討と策定 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

3.12 公園施設長寿命化計画書の作成 

公園施設長寿命化計画書は、指針(案)の様式で作成した。 

    
 
 

 

様式 3 
１． 都市公園整備状況

(人口：305,717人（郡山市の都市公園概況 令和5年4月1日現在 )

(都市公園：343.99ha（郡山市の都市公園概況 令和6年3月31日現在 ）

２．計画期間（西暦）〔 10

３．計画対象公園

①種別別箇所数

②選定理由

４．計画対象公園施設

①対象公園施設数

②これまでの維持管理状況

管理施設 災害応急対策施設 その他 合計

438 0 6 817

63 30 193 34 0 26 27

　対象施設については、指定管理者により維持保全（清掃・保全・修繕）と日常点検を
行っている。
　遊戯施設はこれらの管理に加え、国土交通省「都市公園における遊具の安全確保に関
する指針」及び社団法人日本公園施設業協会（JPFA)が策定した「遊具の安全に関する
規準JPFA-SP-S：2024」に基づき毎年1回の定期点検を実施している。
　令和元年度に策定された長寿命化計画と指定管理事業者からの改修要望を基に、優先
順位をつけて、補修・更新を実施している。

備考） 経過年数、これまでの維持管理状況、施設の劣化の可能性を記述

総合 運動 広域

0 0 0 3

　「開設から20年以上」の総合公園、街区公園であるため。また、開成山公園及び水・
緑公園に隣接する開成二丁目公園を含む３公園が一帯となって、利用されているため。
　郡山市公共施設等総合管理計画個別計画の対象となっている。

園路広場 修景施設 休養施設 遊戯施設 運動施設 教養施設 便益施設

2026 年度～ 2035 年度（ 箇年）〕

合計

2 0 0 1 0 0 0 0 0

風致 動植物 歴史 緩緑 都緑 その他街区 近隣 地区

管理対象都市公園の数 管理対象都市公園の面積 一人当たり都市公園面積

3 31.01 ha 11.25 ㎡

様式 0 


